
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行 川 越 警 察 署 
   ℡２２４ー０１１０ 
   名 細 交 番 
   ℡２３２ー１３４２ 

埼玉県重点：自転車乗車時のヘルメット着用 
          促進・横断歩道における 

          歩行者優先の徹底 
スローガン：人も車も自転車も 

             安心・安全・埼玉県 

 
 

 

 

 令和５年４月からの改正道路交通法施行に

より、【乗車用ヘルメットの着用が努力義務

化】されましたが、同年中、自転車利用の交

通事故死者は、全員ヘルメットを着用してい

ませんでした。そのうち「約６割」の人が、

頭部に致命傷を負っています。 

  

     自転車乗車中の交通事故や、転倒による頭 

       部への衝撃は、身体の麻痺や命を失うという 
       最悪の結果につながる危険が‥‥。 

          ヘルメットを着用しないと、交通事故によ 
         る死亡率は「約３倍」に！ 

 川越署管内 交通死亡事故１件(3/15現在) 

 

 

 

 

 

○ 受付期間 

   3/1(金)～4/12(金) 

○ 第１次試験日 
  5/12(日) 

  
 

 

お問い合わせは、川越警察署 又は 
 採用センタ―（℡0120-373514）へ 

 

   ～被害者の声～ 

○ まさか自分が被害に 
 あうとは思わなかった 

   ○ もっと真剣に防犯対策を 
    していればよかった 

    
 

 
 特殊詐欺被害 川越署管内 今年８件発生 
       （3/15現在・川越署調べ） 
 

 

締め切り迫る！ 

 春山では、残雪や凍結、ぬかるみによ
る滑落や転倒事故が発生しやすくなりま

す。万が一事故が発生した際に救助活

動に役立てるために、必ず「登山届」の

提出をしましょう。 
 

 

 今までは、警察署等の窓口で現金で証紙を購入
し手続きをしていましたが、令和６年１月 

からはキャッシュレス決済になりました｡→ 

 

 こちらから、 
『登山届』を 
提出できます。 

     

 春は子供たちにとって、環境が変わる季節ですね。 
 埼玉県警では、非行やいじめ、犯罪被害 

で悩んでいる少年や保護者等からの相談 
を受け付けています。 

 

○ 相談先 ℡０４８ー８６５ー４１５２（保護者用） 

          ℡０４８ー８６１ー１１５２（少年用） 

○ (月)～(金) ８：３０～１７：１５  ※祝日、年末年始を除く 

 


